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開発行為等事務処理要領 新旧対照表 

現行 改正案 

○開発行為等事務処理要領 

平成 8年藤枝市訓令第 1号 

別表１ 

 法第 34条各号のいずれか又は政令第 36条第１項第３号に該当する理由を示す書面

の作成要領 
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備考 改正箇所は下線箇所である。 
この基準は、令和８年４月１日から施行する。 


